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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　吐水するノズルを備えた衛生洗浄装置を遠隔操作するためのリモコン装置であって、
　前記ノズルからの吐水を停止させるための停止ボタン、及び、前記停止ボタン以外の用
途の非停止ボタン、を含むボタン部と、
　前記ボタン部に対する押し操作に応じて発電する発電部と、
　前記発電部が発電させた電力を蓄電する蓄電部と、
　前記蓄電部が蓄電した電力を利用して、前記押し操作された前記ボタン部に対応する前
記衛生洗浄装置の制御信号を送信する送信部と、
　前記電力を利用して、前記非停止ボタンが押し操作された場合は前記電力に対応するパ
ラメータが前記制御信号の送信に係る電力に対応するパラメータよりも高い前記第一閾値
以上のときに、前記停止ボタンが押し操作された場合は前記パラメータが第一閾値よりも
低い第二閾値以上のときに、前記送信部に対する前記制御信号の送信制御を実行する制御
部と、
　を備えるリモコン装置。
【請求項２】
　前記制御部は、前記蓄電部の電力に対応するパラメータが予め定められた値を満たした
ときに、前記制御信号と異なるダミー信号を前記送信部に送信制御させて前記蓄電部の電
力を放電する、
　請求項１に記載のリモコン装置。
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【請求項３】
　前記制御部は、前記蓄電部の電力に対応するパラメータが前記制御部の最大動作電圧に
対応するパラメータ超であるとき、前記制御信号と異なるダミー信号を前記送信部に送信
制御させて、前記蓄電部の電力に対応するパラメータを前記最大動作電圧に対応するパラ
メータ以下にする、
　請求項２に記載のリモコン装置。
【請求項４】
　前記制御部は、前記制御信号が送信された後、前記蓄電部の電力に対応するパラメータ
が前記第一閾値以上であるとき、前記制御信号と異なるダミー信号を前記送信部に送信さ
せて、前記蓄電部の電力に対応するパラメータを前記第一閾値未満にする、
　請求項２又は請求項３に記載のリモコン装置。
【請求項５】
　前記制御部は、前記ボタン部が押し操作された場合、予め定められた期間は送信制御を
保留して前記ボタン部の押し操作を記憶しておき、前記期間が過ぎると、前記記憶の内容
に応じた制御信号を前記送信部に対して送信制御させる、
　請求項１乃至請求項４の何れか１項に記載のリモコン装置。
【請求項６】
　前記制御部は、
　蓄電部の電力が起動電力となると起動して前記起動電力未満となるまで起動し続けるマ
イコン部と、
　前記マイコン部に接続され、前記蓄電部の電力に対応するパラメータを監視し、前記パ
ラメータが前記第一閾値及び第二閾値以上であるとき前記制御部にその旨を通知する監視
部と、を含む、
　請求項１乃至請求項５の何れか１項に記載のリモコン装置。
【請求項７】
　請求項１乃至請求項６の何れか１項に記載のリモコン装置と、
　前記リモコン装置により遠隔操作される吐水手段が設けられたトイレ装置と、
　を備えるトイレシステム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、リモコン装置及びトイレシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、吐水するノズルを備えた衛生洗浄装置を遠隔操作するためのリモコン装置が
知られている。
【０００３】
　例えば特許文献１には、複数のボタンを有する衛生洗浄装置のリモートコントローラの
作動電源を自己発電可能な圧電発電装置で構成し、選択されたボタンに対応する信号を衛
生洗浄装置へと送信することで衛生洗浄装置を制御可能に構成した発電式のリモコン装置
（以下、「発電リモコン」と称す。）が開示されている。
【０００４】
　この発電リモコンでは、圧電発電装置で発電された電力を蓄電部に蓄電し、蓄電部の蓄
電量が発信可能なレベルに達した場合に、制御部に電力を供給して制御部を起動し、制御
部に上記信号を送信させている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－９２８０号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１に記載の発電リモコンでは、１回目の押し操作で蓄電及び送
信が行われた後は蓄電部に電力が残っているため、２回目以降の押し操作では、仮に蓄電
部に残っている電力が信号の送信可能な電力以上あれば、圧電発電装置が上記送信可能な
電力を新たに発電するまでボタンがしっかりと押し操作しなくても、意図しない弱い押し
操作でも信号を誤送信してしまう。
【０００７】
　一方で、衛生洗浄装置におけるノズルからの吐水を停止させるための停止ボタンに対応
する信号については、他のボタンに対応する信号に比べて確実に送信したいという要望が
ある。
【０００８】
　そこで、本発明は、上述した課題を解決するためになされたものであり、蓄電部に電力
が残っている状態で２回目以降の押し操作の中で意図しない弱い押し操作による誤送信を
抑制することができるとともに、停止ボタンに対応する信号を他のボタンに対応する信号
に比べて確実に送信することができるリモコン装置及びトイレシステムを提供することを
目的の一つとしている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記検討結果を鑑みて、本発明の第１態様は、吐水するノズルを備えた衛生洗浄装置を
遠隔操作するためのリモコン装置であって、前記ノズルからの吐水を停止させるための停
止ボタン、及び、前記停止ボタン以外の用途の非停止ボタン、を含むボタン部と、前記ボ
タン部に対する押し操作に応じて発電する発電部と、前記発電部が発電させた電力を蓄電
する蓄電部と、前記蓄電部が蓄電した電力を利用して、前記押し操作された前記ボタン部
に対応する前記衛生洗浄装置の制御信号を送信する送信部と、前記電力を利用して、前記
非停止ボタンが押し操作された場合は前記電力に対応するパラメータが前記制御信号の送
信に係る電力に対応するパラメータよりも高い前記第一閾値以上のときに前記送信部に対
して送信制御させ、前記停止ボタンが押し操作された場合は前記パラメータが第一閾値よ
りも低い第二閾値以上のときに前記送信部に対して送信制御させる制御部と、を備えるリ
モコン装置である。
【００１０】
　この構成において、１回目のボタン部の押し操作があると、発電部がその押し操作に応
じて電力を発生し、蓄電部がその電力を蓄電する。そして、制御部は、蓄電部が蓄電した
電力を利用して制御信号を送信する。
【００１１】
　次に、蓄電部に電力が残っている状態で２回目以降の押し操作があると、蓄電部の電力
を利用して、その押し操作が非停止ボタンの押し操作の場合は、パラメータが制御信号の
送信に係る電力に対応するパラメータよりも高い第一閾値以上のときに衛生洗浄装置に対
する非停止信号を送信する。逆に言えば、２回目以降の押し操作が非停止ボタンの押し操
作である場合、制御部は、仮に蓄電部に残っている電力が制御信号の送信に係る電力以上
であっても、当該電力に対応するパラメータが第一閾値以上でなければ、送信部は非停止
ボタンに対応する制御信号を送信しない。したがって、２回目以降の押し操作の中で意図
しない弱い押し操作による誤送信を抑制することができる。
【００１２】
　また、２回目以降の押し操作が停止ボタンの押し操作である場合、制御部は、仮に蓄電
部に残っている電力が制御信号の送信に係る電力以上であっても、当該電力に対応するパ
ラメータが第二閾値以上でなければ送信部は停止ボタンに対応する制御信号を送信しない
。ただし、この第二閾値は、上記制御信号の送信に係る電力超の電力に対応するパラメー
タだけでなく、当該送信に係る電力と同じ電力に対応するパラメータであってもよい。こ
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のように第二閾値が送信に係る電力と同じ電力に対応するパラメータの場合、停止ボタン
に対して弱い押し操作があっても制御信号を送信することになり得るが、第二閾値が第一
閾値よりも低いので、停止ボタンに対応する制御信号を非停止ボタンに対応する制御信号
に比べて確実に送信することができる。
【００１３】
　本発明の第２態様では、第１態様において、前記制御部は、前記蓄電部の電力に対応す
るパラメータが予め定められた値を満たしたときに、前記制御信号と異なるダミー信号を
前記送信部に送信制御させて前記蓄電部の電力を放電する。
【００１４】
　この構成によれば、放電回路を別途用意することなく、ダミー信号の送信をすることで
、放電することができる。
【００１５】
　本発明の第３態様では、第２態様において、前記制御部は、前記蓄電部の電力に対応す
るパラメータが前記制御部の最大動作電圧に対応するパラメータ超であるとき、前記制御
信号と異なるダミー信号を前記送信部に送信制御させて、前記蓄電部の電力に対応するパ
ラメータを前記最大動作電圧に対応するパラメータ以下にする。
【００１６】
　この構成によれば、過充電防止回路を別途用意することなく、蓄電素子の過充電が抑制
される。すなわち、蓄電部の電力に対応するパラメータが制御部の最大動作電圧に対応す
るパラメータ超となることを抑制できる。
【００１７】
　本発明の第４態様では、第２態様又は第３態様において、前記制御部は、前記制御信号
が送信された後、前記蓄電部の電力に対応するパラメータが前記第一閾値以上であるとき
、前記制御信号と異なるダミー信号を前記送信部に送信させて、前記蓄電部の電力に対応
するパラメータを前記第一閾値未満にする。
【００１８】
　この構成によれば、２回目以降に非停止ボタンを押し操作するときは、蓄電部の電力に
対応するパラメータが第一閾値未満となっているので、その押し操作が意図しない弱い押
し操作であると、蓄電部の電力に対応するパラメータが第一閾値以上とならず、送信部は
非停止ボタンに対応する制御信号を送信しない。したがって、２回目以降の押し操作の中
で意図しない弱い押し操作による誤送信をより抑制することができる。
【００１９】
　本発明の第５態様では、第１態様乃至第４態様の何れか１態様において、前記制御部は
、前記ボタン部が押し操作された場合、予め定められた期間は送信制御を保留して前記ボ
タン部の押し操作を記憶しておき、前記期間が過ぎると、前記記憶の内容に応じた制御信
号を前記送信部に対して送信制御させる。
【００２０】
　この構成によれば、ボタン部が連続的に押し操作されても、その都度、制御信号が送信
されることがなく、予め定められた期間内に押し操作されたボタン部の種類や押し操作の
回数等を記憶して、その記憶の内容に応じた制御信号を送信部に対して送信制御させるこ
とができる。この結果、記憶の内容に応じた制御信号を送信するまでの、無駄となり得る
制御信号の送信を抑制し、電力消費を抑えることができる。
【００２１】
　本発明の第６態様では、第１態様乃至第５態様の何れか１態様において、前記制御部は
、蓄電部の電力が起動電力となると起動して前記起動電力未満となるまで起動し続けるマ
イコン部と、前記マイコン部に接続され、前記蓄電部の電力に対応するパラメータを監視
し、前記パラメータが前記第一閾値及び第二閾値以上であるとき前記制御部にその旨を通
知する監視部と、を含む。
【００２２】
　この構成によれば、制御部は、マイコン部と監視部に分かれており、マイコン部は監視
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部から蓄電部の電力に対応するパラメータが第一閾値及び第二閾値以上であるときその旨
の通知を受けるので、上記通知を受けるまでマイコン部を待機状態にさせて、その消費電
力を抑制することができる。
【００２３】
　本発明の第７態様は、請求項１乃至請求項６の何れか１項に記載のリモコン装置と、前
記リモコン装置により遠隔操作される吐水手段が設けられた前記トイレ装置と、を備える
トイレシステムである。
【００２４】
　この構成によれば、リモコン装置により衛生洗浄装置に設けられたノズルを遠隔操作す
ることができると共に、そのノズルへの遠隔操作の制御に関する制御信号の誤送信を抑制
することができる。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明のリモコン装置及びトイレシステムによれば、蓄電部に電力が残っている状態で
２回目以降の押し操作の中で意図しない弱い押し操作による誤送信を抑制することができ
るとともに、停止ボタンに対応する信号を他のボタンに対応する信号に比べて確実に送信
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】（ａ）及び（ｂ）は、本実施形態に係るトイレシステムを模式的に示す斜視図で
ある。
【図２】本発明の第１実施形態に係るリモコン装置を模式的に表す正面図である。
【図３】本発明の第１実施形態に係るリモコン装置を模式的に表すブロック図である。
【図４】検出部、発電部、電源部及び制御ユニットの詳細の一例である。
【図５】本発明の第１実施形態に係るリモコン装置の内部構造を表す模式図である。
【図６】（ａ）～（ｄ）は、本発明の第１実施形態に係るリモコン装置の一部を表す模式
図である。
【図７】本発明の第１実施形態において、マイコンが実行する処理のフローチャートであ
る。
【図８】（ａ）～（ｅ）は、本発明の第１実施形態に係るリモコン装置の動作の一例を模
式的に表すグラフ図である。
【図９】（ａ）～（ｅ）は、本発明の第１実施形態に係るリモコン装置の動作の他の例を
模式的に表すグラフ図である。
【図１０】（ａ）～（ｅ）は、本発明の第１実施形態に係るリモコン装置の動作のさらに
他の例を模式的に表すグラフ図である。
【図１１】（ａ）～（ｃ）は、本発明の第１実施形態に係るリモコン装置の動作のさらに
また他の例を模式的に表すグラフ図である。
【図１２】本発明の第２実施形態に係るリモコン装置において、マイコンが実行する処理
のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、添付図面を参照しながら本発明の実施の形態について説明する。理解を容易にす
るため、各図面において同一の構成要素に対しては可能な限り同一の符号を付し、重複す
る説明は省略する。
【００２８】
［第１実施形態］
　まず、本発明の実施の形態の中で、第１実施形態（以下、「本実施形態」と称す。）に
係るトイレシステム及びトイレシステム内のリモコン装置について説明する。
【００２９】
＜トイレシステムの構成＞
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　図１（ａ）及び図１（ｂ）は、本実施形態に係るトイレシステムを模式的に示す斜視図
である。
【００３０】
　図１（ａ）及び図１（ｂ）に示すように、トイレシステムＳは、例えばトイレブース内
に構成され、リモコン装置１０と、トイレ装置１００と、を備えている。
【００３１】
　リモコン装置１０は、トイレ装置１００と共に用いられる。リモコン装置１０は、複数
の操作ボタン１２を含む。各操作ボタン１２は、例えば、押し操作が可能な、いわゆる押
しボタンである。各操作ボタン１２は、定常位置と最下点位置（最深位置）とに移動可能
であり、押し操作に応じて定常位置から最下点位置に移動する。また、各操作ボタン１２
は、図示を省略したバネなどにより、操作されていない状態において定常位置に保持され
る。各操作ボタン１２は、押し操作によって最下点位置に移動した後、押し操作の解除に
よって定常位置に戻る。
【００３２】
　リモコン装置１０は、各操作ボタン１２の操作を検出し、操作された操作ボタン１２に
応じた無線制御信号をトイレ装置１００に送信する。トイレ装置１００は、リモコン装置
１０から送信された無線制御信号を受信し、その無線制御信号に応じた動作を実行する。
このように、リモコン装置１０は、使用者の操作に応じて、所定の動作の実行をトイレ装
置１００に指示し、トイレ装置１００を遠隔操作する。
【００３３】
　トイレ装置１００は、洋式腰掛便器１１０（以下、便器１１０と称す）と、その上に設
けられた便座ユニット１２０と、を備える。
【００３４】
　便器１１０は、ボウル部１１２を有する。ボウル部１１２は、便器１１０の上部に設け
られる。ボウル部１１２は、便器１１０の上面１１０ａよりも凹んだ凹状である。ボウル
部１１２は、使用者から排泄された汚物や尿などを受ける。また、ボウル部１１２は、内
部に水を貯留し、排水管から悪臭や害虫類などが室内に侵入することを防ぐ。
【００３５】
　便座ユニット１２０は、例えば、本体部１２２と、便座１２４と、便蓋１２６と、を有
する。便座１２４と便蓋１２６とは、本体部１２２に対して開閉可能にそれぞれ軸支され
ている。便蓋１２６は、閉じた状態において便座１２４の上方を覆う。図１（ａ）及び図
１（ｂ）は、便蓋１２６が開いた状態を表している。図１（ａ）は、便座１２４が開いた
状態を表している。図１（ｂ）は、便座１２４が閉じた状態を表している。なお、便蓋１
２６は、必ずしも設けられていなくてもよい。
【００３６】
　便座ユニット１２０は、例えば、衛生洗浄機能と、局部乾燥機能と、便座暖房機能と、
を有する。衛生洗浄機能は、便座１２４に座った使用者の「おしり」などを洗浄する洗浄
動作を行う機能である。局部乾燥機能は、便座１２４に座った使用者の「おしり」などに
温風を吹き付けることにより、衛生洗浄によって濡れた「おしり」などを乾燥させる乾燥
動作を行う機能である。便座暖房機能は、便座１２４の着座面を適温に温める便座加熱動
作を行う機能である。
【００３７】
　衛生洗浄機能では、例えば、使用者の操作に応じて、人体局部に向けて洗浄水を吐水す
る吐水手段としてのノズル１３０を本体部１２２から便器１１０のボウル部１１２内に進
出させる。そして、ノズル１３０の先端付近に設けられた吐水口から洗浄水を噴射する。
これにより、使用者の「おしり」などを洗浄することができる。ノズル１３０は、衛生洗
浄機能を実行していない状態では、本体部１２２内に収納される。
【００３８】
　また、衛生洗浄機能は、例えば、使用者の「おしり」に向けて洗浄水を噴射するおしり
洗浄機能と、女性局部に向けて洗浄水を噴射するビデ洗浄機能と、を含む。衛生洗浄機能
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では、冷水のみならず、ヒータによって加熱した温水を洗浄水として吐水口から噴射する
こともできる。
【００３９】
　本体部１２２は、リモコン装置１０から送信された無線制御信号を受信し、その受信し
た無線制御信号に対応した通常動作を実行するトイレ制御部（不図示）を備える。本体部
１２２は、便器１１０の上部後方に設置される。本体部１２２の前面は、ボウル部１１２
の開口端の形状に沿って凹状に湾曲した湾曲凹面１３２を有する。湾曲凹面１３２の左右
には、ボウル部１１２の開口端に沿って前方に向けて延出した延出部１３４が設けられて
いる。湾曲凹面１３２は、その中央付近が高く、左右の延出部１３４に近づくにしたがっ
て次第に低くなる形状を有する。
【００４０】
　湾曲凹面１３２の中央には、ノズルダンパー１３６と温風ダンパー１３８とが設けられ
ている。ノズルダンパー１３６は、ノズル１３０を進出及び後退させる開口部を覆う閉止
部材である。温風ダンパー１３８は、ノズルダンパー１３６の右側に並べて配置されてい
る。温風ダンパー１３８は、局部乾燥用の温風の吹出口を覆う閉止部材である。ノズルダ
ンパー１３６及び温風ダンパー１３８は、例えば、本体部１２２に回動可能に支持されて
いる。
【００４１】
　ノズルダンパー１３６は、例えば、支持軸を中心に回転することにより、開口部を覆う
閉じ位置と、開口部を露出させる開き位置との間で移動する。ノズルダンパー１３６は、
衛生洗浄機能を実行していない待機状態において、閉じ位置に保持される。そして、ノズ
ルダンパー１３６は、衛生洗浄機能の実行によってノズル１３０が進出する際に、開き位
置に移動する。
【００４２】
　温風ダンパー１３８は、例えば、支持軸を中心に回転することにより、吹出口を覆う閉
じ位置と、吹出口を露呈させる開き位置との間で移動する。温風ダンパー１３８は、局部
乾燥機能を実行していない待機状態において、閉じ位置に保持される。そして、温風ダン
パー１３８は、局部乾燥機能の実行によって使用者の「おしり」などに温風を吹き付ける
際に、開き位置に移動する。
【００４３】
＜リモコン装置の構成＞
　図２は、本発明の第１実施形態に係るリモコン装置を模式的に表す正面図である。
【００４４】
　図２に示すように、リモコン装置１０は、ボタン部としての複数の操作ボタン１２と、
各操作ボタン１２を支持するリモコン本体１４と、を備える。複数の操作ボタン１２は、
メインボタン群１２ｍと、サブボタン群１２ｓと、に分けられている。
【００４５】
　メインボタン群１２ｍは、例えば、おしり洗浄ボタン１２ａと、ビデ洗浄ボタン１２ｂ
と、乾燥ボタン１２ｃと、停止ボタン１２ｄと、を含む。
【００４６】
　おしり洗浄ボタン１２ａは、トイレ装置１００におしり洗浄の開始を指示するためのボ
タンである。ビデ洗浄ボタン１２ｂは、トイレ装置１００にビデ洗浄の開始を指示するた
めのボタンである。乾燥ボタン１２ｃは、トイレ装置１００に局部乾燥の開始を指示する
ためのボタンである。停止ボタン１２ｄは、トイレ装置１００に衛生洗浄機能や局部乾燥
機能の停止を指示するためのボタンである。すなわち、この例においては、おしり洗浄ボ
タン１２ａとビデ洗浄ボタン１２ｂとが、ノズル１３０からの吐水を行わせるための吐水
ボタンである。停止ボタン１２ｄは、ノズル１３０からの吐水を停止させる。
【００４７】
　このように、メインボタン群１２ｍには、衛生洗浄や局部乾燥などの各種の機能の実行
及び停止をトイレ装置１００に指示するための操作ボタン１２が設けられる。
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【００４８】
　サブボタン群１２ｓは、例えば、吐水流量大ボタン１２ｅと、吐水流量小ボタン１２ｆ
と、洗浄位置前進ボタン１２ｇと、洗浄位置後退ボタン１２ｈと、を含む。
【００４９】
　吐水流量大ボタン１２ｅは、衛生洗浄時に噴射される洗浄水の勢いを強くする指示をト
イレ装置１００に入力するためのボタンである。吐水流量小ボタン１２ｆは、衛生洗浄時
に噴射される洗浄水の勢いを弱くする指示をトイレ装置１００に入力するためのボタンで
ある。洗浄位置前進ボタン１２ｇは、洗浄位置（ノズル１３０の位置）を前進させる指示
をトイレ装置１００に入力するためのボタンである。洗浄位置後退ボタン１２ｈは、洗浄
位置を後退させる指示をトイレ装置１００に入力するためのボタンである。
【００５０】
　このように、サブボタン群１２ｓには、各種の機能の状態の変更をトイレ装置１００に
指示するための操作ボタン１２が設けられる。
【００５１】
　なお、メインボタン群１２ｍ及びサブボタン群１２ｓに含まれる操作ボタン１２は、上
記に限定されるものではない。例えば、サブボタン群１２ｓには、洗浄水や乾燥風の温度
の変更をトイレ装置１００に指示するための操作ボタン１２などを設けてもよい。
【００５２】
　図３は、本発明の第１実施形態に係るリモコン装置を模式的に表すブロック図である。
【００５３】
　図３に示すように、リモコン装置１０は、複数の検出部２０と、発電部２２と、電源部
２４と、制御ユニット２６と、をさらに備える。
【００５４】
　複数の検出部２０は、複数の操作ボタン１２のそれぞれに対応して設けられる。複数の
検出部２０のそれぞれは、複数の操作ボタン１２のそれぞれの押し操作によって検出位置
まで移動したときに、操作ボタン１２の押し操作を検出する。各検出部２０には、例えば
、ホール素子が用いられる。各検出部２０は、例えば、機械式のスイッチなどでもよい。
【００５５】
　発電部２２は、複数の操作ボタン１２のいずれか１つの押し操作に応じて発電を行う。
本実施形態では、後述するように、発電部２２は、１つの操作ボタン１２が検出位置より
も先に移動したときに、その移動量に応じて電力を発生する構成となっている。発電部２
２には、例えば、モータが設けられている。発電部２２は、操作ボタン１２の押し操作に
ともなう操作力をモータの回転軸に伝達し、回転軸を回転させる。これにより、発電部２
２は、モータから交流の電力を発生させる。発電部２２の発電方式は、モータに限ること
なく、必要な電力を供給できる任意の方式でよい。また、発電部２２から出力される電力
は、直流でもよいし、脈流でもよい。
【００５６】
　発電部２２と各操作ボタン１２との間には、伝達機構３０が設けられている。伝達機構
３０は、各操作ボタン１２の押し操作にともなう操作力を発電部２２に伝達する。これに
より、各操作ボタン１２のいずれを押し操作しても、その操作力が発電部２２に伝達され
、発電部２２が発電を行う。従って、リモコン装置１０では、複数の操作ボタン１２に対
し、１つの発電部２２で発電を行うことができる。
【００５７】
　伝達機構３０は、例えば、第１伝達部と第２伝達部３２とを含む。第１伝達部３１は、
メインボタン群１２ｍの各操作ボタン１２の操作力を受け、その操作力を第２伝達部３２
に伝達する。第２伝達部３２は、第１伝達部３１からの操作力を受けるとともに、サブボ
タン群１２ｓの各操作ボタン１２の操作力を受け、その操作力を発電部２２に伝達する。
【００５８】
　制御ユニット２６は、複数の検出部２０のそれぞれと電気的に接続されている。制御ユ
ニット２６は、複数の検出部２０のそれぞれの検出結果を基に、押し操作された操作ボタ
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ン１２を判別する。そして、制御ユニット２６は、判別した操作ボタン１２に対応した無
線制御信号をトイレ装置１００に送信することにより、トイレ装置１００を遠隔操作する
。
【００５９】
　制御ユニット２６は、例えば、おしり洗浄ボタン１２ａの押し操作を判別した場合、お
しり洗浄の開始を指示する無線制御信号をトイレ装置１００に送信する。トイレ装置１０
０は、リモコン装置１０からの無線制御信号を受信し、その無線制御信号に対応した処理
を実行する。トイレ装置１００は、例えば、おしり洗浄の開始を指示する無線制御信号の
受信に応じて、ノズル１３０をボウル部１１２内に進出させ、ノズル１３０からの吐水を
開始する。
【００６０】
　制御ユニット２６は、１回の押し操作で、例えば、同じ無線制御信号をトイレ装置１０
０に複数回送信する。制御ユニット２６は、例えば、同じ無線制御信号をトイレ装置１０
０に３回送信する。これにより、例えば、リモコン装置１０とトイレ装置１００との間の
通信ミスを抑制することができる。
【００６１】
　制御ユニット２６は、例えば、制御部としてのマイコン４０と、高周波発生回路４２と
、送信部４４と、を含む。マイコン４０は、例えば、押し操作された操作ボタン１２の判
別、及び、判別した操作ボタン１２に対応する信号の生成を行う。高周波発生回路４２は
、例えば、マイコン４０の生成した信号を高周波信号に変換する。高周波発生回路４２は
、例えば、２．４ＧＨｚの高周波信号を生成する。送信部４４は、例えば、アンテナを含
み、高周波発生回路４２の生成した高周波信号を無線制御信号に変換してトイレ装置１０
０に送信する。
【００６２】
　制御ユニット２６は、例えば、２．４ＧＨｚの無線制御信号をトイレ装置１００に送信
する。２．４ＧＨｚ帯を用いた無線通信では、例えば、赤外線通信の場合のように、電波
の透過窓（いわゆる黒窓）をリモコン本体１４に設ける必要がなくなる。これにより、例
えば、リモコン装置１０の意匠性を高めることができる。また、２．４ＧＨｚ帯を用いた
無線通信では、赤外線通信に比べて障害物の影響が小さい。これにより、トイレ装置１０
０との間の通信品質を高めることもできる。
【００６３】
　なお、マイコン４０、高周波発生回路４２及び送信部４４は、１つのチップ内に納めて
もよいし、異なる素子として分けてもよい。リモコン装置１０とトイレ装置１００との間
の通信は、上記に限ることなく、任意でよい。制御ユニット２６の構成は、上記に限るこ
となく、操作ボタン１２の判別やトイレ装置１００との無線通信などが可能な任意の構成
でよい。
【００６４】
　電源部２４は、発電部２２によって発電された電力を蓄積（蓄電）する蓄電部としての
蓄電素子５０を含む。電源部２４は、蓄電素子５０の電力が予め定められた値（以下、「
起動電力」と称す。）以上、例えば蓄電素子５０の電圧が予め定められた値以上になった
際に、蓄電素子５０に蓄積された電力を制御ユニット２６に供給して制御ユニット２６を
起動させる。蓄電素子５０には、例えば、コンデンサや蓄電池などが用いられる。
【００６５】
　ここで、「蓄電素子５０の電力が起動電力以上になった際」とは、例えば、マイコン４
０の起動に必要な電力が蓄電素子５０に蓄積された際である。起動電力に対応する起動電
圧は、特に限定されないが、例えば、１．８Ｖである。「蓄電素子５０の電力が起動電力
以上になった際」とは、換言すれば、発電部２２の発電の積算量が予め定められた値以上
になった際である。
【００６６】
　図４は、検出部、発電部、電源部及び制御ユニットの詳細の一例である。
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【００６７】
　制御部としてのマイコン４０は、例えば、ひとつのＩＣ（Integrated Circuit)チップ
上にＣＰＵ（Central Processing Unit）からＲＡＭ（Random Access Memory）、ＲＯＭ
（read only memory）、各種入力装置等を搭載した処理装置のワンチップマイコンである
。また、マイコン４０は、蓄電素子５０の電力が起動電力となると起動して起動電力未満
となるまで起動し続ける構成となっている。さらに、マイコン４０は、蓄電素子５０の電
力により動作する状態を、第１モードとしての通常モードと、通常モードよりもマイコン
４０の消費電力が少ない第２モードとしての低消費モード（ストップモード）の何れか１
つに設定可能とされている。なお、低消費モードには、マイコン４０が起動している状態
で、何も動作していない待機状態を含む。ただし、本実施形態では、低消費モードの移行
はしないようになっている。
【００６８】
　このようなマイコン４０は、例えば、入力ピンＩ１～Ｉ１３と、出力ピンＯ１と、を有
する。
【００６９】
　出力ピンＯ１には、送信機５２が接続されている。送信機５２は、高周波発生回路４２
及び送信部４４を含んでいる。
【００７０】
　入力ピンＩ１～Ｉ８には、それぞれ検出部２０が電気的に接続されている。検出部２０
は、理解を容易にするため、図４中では、機械式のスイッチで表している。
【００７１】
　入力ピンＩ９には、送信機５２が電気的に接続されている。
【００７２】
　入力ピンＩ１０には、第１電圧検出回路５４が電気的に接続されている。第１電圧検出
回路５４には、例えば蓄電素子５０が電気的に接続されている。第１電圧検出回路５４は
、蓄電素子５０が蓄電している電力に対応するパラメータを監視し、このパラメータがマ
イコン４０の最大動作電圧Ｖｍａｘに対応するパラメータ超であるときマイコン４０にそ
の旨を通知する。この「電力に対応するパラメータ」とは、電力値、電流値、又は、電圧
値等である。具体的には、第１電圧検出回路５４は、例えばＩＣで構成され、蓄電素子５
０の電圧値が最大動作電圧としての例えば３．５Ｖ超であるか否か常時判断する。そして
、第１電圧検出回路５４は、蓄電素子５０の電圧値が最大動作電圧超であると判断したと
き、例えばマイコン４０の入力ピンＩ１０にＨｉｇｈ信号を出力する。また、蓄電素子５
０の電圧値が最大動作電圧以下であると判断したとき、例えばマイコン４０の入力ピンＩ
１０にＬｏｗ信号を出力する。
【００７３】
　入力ピンＩ１１には、第２電圧検出回路５６が電気的に接続されている。第２電圧検出
回路５６には、例えば蓄電素子５０が電気的に接続されている。第２電圧検出回路５６は
、蓄電素子５０が蓄電している電力に対応するパラメータを監視し、このパラメータが第
一閾値Ｖｔｈ１以上であるとき、マイコン４０にその旨を通知する。具体的には、第２電
圧検出回路５６は、例えばＩＣで構成され、蓄電素子５０の電圧値が第一閾値としてマイ
コン４０が制御信号の送信に係る電力に対応するパラメータよりも高い値：例えば３．０
Ｖ以上であるか否か常時判断する。そして、第２電圧検出回路５６は、蓄電素子５０の電
圧値が第一閾値以上であると判断したとき、例えばマイコン４０の入力ピンＩ１１にＨｉ
ｇｈ信号を出力する。また、蓄電素子５０の電圧値が第一閾値未満であると判断したとき
、例えばマイコン４０の入力ピンＩ１１にＬｏｗ信号を出力する。
【００７４】
　入力ピンＩ１２には、第３電圧検出回路５８が電気的に接続されている。第３電圧検出
回路５８には、例えば蓄電素子５０が電気的に接続されている。第３電圧検出回路５８は
、蓄電素子５０が蓄電している電力に対応するパラメータを監視し、このパラメータが第
一閾値よりも低い第二閾値Ｖｔｈ２以上であるとき、マイコン４０にその旨を通知する。
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具体的には、第３電圧検出回路５８は、例えばＩＣで構成され、蓄電素子５０の電圧値が
第二閾値：例えば２．５Ｖ以上であるか否か常時判断する。そして、第３電圧検出回路５
８は、蓄電素子５０の電圧値が第二閾値以上であると判断したとき、例えばマイコン４０
の入力ピンＩ１２にＨｉｇｈ信号を出力する。また、蓄電素子５０の電圧値が第二閾値未
満であると判断したとき、例えばマイコン４０の入力ピンＩ１２にＬｏｗ信号を出力する
。
【００７５】
　入力ピンＩ１３には、リセット回路６０が電気的に接続されている。リセット回路６０
には、蓄電素子５０が電気的に接続されている。リセット回路６０は、蓄電素子５０が蓄
電している電力に対応するパラメータを監視し、このパラメータが第三閾値Ｖｔｈ３以上
であるときマイコン４０にその旨を通知する。具体的には、リセット回路６０は、第１電
圧検出回路５４と同様に例えばＩＣで構成され、蓄電素子５０の電圧値が第三閾値として
の起動電圧、例えば１．８Ｖ未満であるか否か常時判断する。そして、リセット回路６０
は、蓄電素子５０の電圧値が１．８Ｖ未満であると判断したとき、例えばマイコン４０の
入力ピンＩ１３にＨｉｇｈ信号を出力する。また、蓄電素子５０の電圧値が１．８Ｖ以上
であると判断したとき、例えばマイコン４０の入力ピンＩ１３にＬｏｗ信号を出力する。
【００７６】
　なお、これら第１電圧検出回路５４～第３電圧検出回路５８及びリセット回路６０は、
例えばマイコン４０に内蔵され得る機能を用いることで、省略してもよい。
【００７７】
　蓄電素子５０には、整流回路６２を介して発電部２２の出力が電気的に接続されている
。
【００７８】
　整流回路６２は、発電部２２から出力される交流電力を整流し、脈流電力に変換する。
整流回路６２は、例えば、４つのダイオードを含むダイオードブリッジである。蓄電素子
５０は、整流回路６２の出力に電気的に接続され、整流回路６２から出力される脈流電力
を蓄積する。また、これにより、蓄電素子５０は、整流回路６２の脈流電力を直流電力に
変換する。
【００７９】
　図５は、本実施形態に係るリモコン装置の内部構造を表す模式図である。
【００８０】
　図５に示すように、発電部２２は、本体モジュール２２ａと、可動部２２ｂと、を含む
。可動部２２ｂは、本体モジュール２２ａから突出した突出位置と、本体モジュール２２
ａ内に押し込まれた押し込み位置と、に移動する。可動部２２ｂは、図示を省略したバネ
などにより、操作されていない状態において突出位置に保持される。可動部２２ｂを突出
位置から押し込み位置に移動させる。発電部２２は、この可動部２２ｂの移動にともなう
操作力により、発電を行う。
【００８１】
　第１伝達部３１は、メインボタン群１２ｍの各操作ボタン１２のそれぞれと対向する棒
状である。第２伝達部３２は、サブボタン群１２ｓの各操作ボタン１２のそれぞれと対向
する棒状である。また、第２伝達部３２は、長手方向において発電部２２の可動部２２ｂ
と対向する位置に配置されている。
【００８２】
　第１伝達部３１及び第２伝達部３２は、図中矢線で表すように、長手方向にスライド可
能に取り付けられている。すなわち、第１伝達部３１及び第２伝達部３２は、いわゆるス
ライドバーである。また、第１伝達部３１及び第２伝達部３２は、連結部材３３によって
互いに接続されている。これにより、第１伝達部３１及び第２伝達部３２は、互いに連動
してスライド移動する。
【００８３】
　メインボタン群１２ｍの各操作ボタン１２のいずれかを押し操作すると、その操作力が
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第１伝達部３１に伝わり、第１伝達部３１がスライド移動する。第１伝達部３１がスライ
ド移動すると、連結部材３３を介して第２伝達部３２がスライド移動し、可動部２２ｂに
当接して可動部２２ｂを突出位置から押し込み位置に移動させる。
【００８４】
　サブボタン群１２ｓの各操作ボタン１２のいずれかを押し操作すると、その操作力が第
２伝達部３２に伝わり、第２伝達部３２がスライド移動する。スライド移動した第２伝達
部３２は、可動部２２ｂに当接し、可動部２２ｂを突出位置から押し込み位置に移動させ
る。これにより、各操作ボタン１２の押し操作によって、発電部２２が発電を行う。
【００８５】
　図６（ａ）～図６（ｄ）は、本発明の第１実施形態に係るリモコン装置の一部を表す模
式図である。図６（ａ）～図６（ｄ）は、操作ボタン１２の押し操作の一例を模式的に表
す。図６（ａ）は、操作ボタン１２が定常位置にある状態を表している。図６（ｂ）は、
検出部２０が押し操作を検出する操作ボタン１２の位置を表している。図６（ｃ）は、操
作ボタン１２が最下点位置にある状態を表している。図６（ｄ）は、検出部２０が押し操
作の検出状態を解除する操作ボタン１２の位置を表している。
【００８６】
　図６（ａ）～図６（ｄ）に表したように、検出部２０は、例えば、ホール素子２０ａと
、磁石２０ｂと、を含む。ホール素子２０ａは、例えば、リモコン本体１４内の所定の位
置に保持されている。磁石２０ｂは、操作ボタン１２に取り付けられている。検出部２０
は、操作ボタン１２の押し操作に応じてホール素子２０ａと磁石２０ｂとの間の距離が近
づくことにより、操作ボタン１２の押し操作を検出する。このように、検出部２０は、例
えば、非接触で操作ボタン１２の押し操作を検出する。ホール素子２０ａと磁石２０ｂと
の位置は、上記と反対に、ホール素子２０ａを操作ボタン１２に設け、磁石２０ｂをリモ
コン本体１４内に設けてもよい。押し操作の検出方法は、これに限ることなく、任意の方
法でよい。
【００８７】
　第２伝達部３２には、傾斜面状のスライドカム３２ａが設けられている。操作ボタン１
２には、スライドカム３２ａと対向する位置に、スライドカム３２ａに対応した傾斜面１
２ｐが設けられている。これにより、操作ボタン１２を押し操作すると、スライドカム３
２ａの傾斜に従って垂直方向の力が水平方向の力に変換され、第２伝達部３２がスライド
移動する。なお、図示は省略するが、第１伝達部３１も第２伝達部３２と同様に、スライ
ドカムによってスライド移動する。
【００８８】
　図６（ｂ）に表したように、操作ボタン１２を押し操作してホール素子２０ａと磁石２
０ｂとの間の距離を近づける。これにより、検出部２０によって操作ボタン１２の押し操
作が検出される。
【００８９】
　図６（ｃ）に表したように、操作ボタン１２をさらに押し、最下点位置に移動させる。
これにより、発電部２２の可動部２２ｂが押し込み位置に移動し、発電部２２によって発
電が行われる。
【００９０】
　このように、複数の検出部２０は、発電部２２の発電よりも前に、対応する各操作ボタ
ン１２の押し操作を検出する。すなわち、複数の検出部２０は、制御ユニット２６の起動
よりも前に押し操作を検出する。
【００９１】
　また、発電部２２は、検出部２０の検出位置（図６（ｂ）に表した位置）よりも最下点
位置側の発電位置に操作ボタン１２が移動した際に、電力を発生する。これにより、発電
部２２は、押し操作のみで制御ユニット２６からの無線制御信号の送信を可能にする。
【００９２】
　発電位置は、検出位置と最下点位置との間の位置、または、最下点位置である。また、
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この例では、可動部２２ｂが押し込み位置に移動した時に、発電部２２で発電が行われる
。発電が行われる可動部２２ｂの位置は、押し込み位置に限ることなく、突出位置と押し
込み位置との間の任意の位置でもよい。
【００９３】
　操作ボタン１２の押し操作を解除すると、弾性力によって発電部２２の可動部２２ｂが
突出位置に戻る。可動部２２ｂが突出位置に戻ると、伝達機構３０を介して弾性力が操作
ボタン１２に伝わり、操作ボタン１２が定常位置に戻る。なお、操作ボタン１２は、発電
部２２内に設けられた弾性体（バネやゴムなど）からの弾性力のみで定常位置に戻しても
よいし、伝達機構３０や操作ボタン１２に別の弾性体をさらに設けて定常位置に戻しても
よい。
【００９４】
　図６（ｄ）に表したように、複数の検出部２０は、押し操作の解除にともなって操作ボ
タン１２が発電位置から定常位置に戻るまでの間に、押し操作の検出状態を解除する。こ
の時、検出部２０は、ホール素子２０ａのヒステリシス性により、磁石２０ｂとの距離が
検出時よりも離れた状態で検出を解除する。これにより、複数の検出部２０のそれぞれに
おいて、検出状態が解除される操作ボタン１２の位置は、検出位置よりも定常位置に近く
なる。
【００９５】
＜マイコン４０の処理＞
　次に、図４及び図７を用いて、マイコン４０の処理について説明する。
【００９６】
　図７は、マイコン４０が実行する処理のフローチャートである。図７に示す処理の前は
、マイコン４０は、未起動の状態、すなわち停止状態である。そして、図７に示す動作は
、マイコン４０の入力ピンＩ１３にリセット回路６０から入力される入力信号がＨｉｇｈ
信号からＬｏｗ信号に切り替わって、すなわち、蓄電素子５０の電圧値が第三閾値（例え
ば起動電圧：１．８Ｖ）以上となってマイコン４０が起動した後に、実行される。なお、
マイコン４０は、ハードウェアとして、起動した際に通常モードに移行する構成となって
いる。
【００９７】
（ステップＳＰ１０）
　マイコン４０は、例えば、停止ボタン１２ｄの押し操作回数ｋに、「０」を代入する（
ｋ＝０）。そして、マイコン４０は、ステップＳＰ１２の処理に移行する。
【００９８】
（ステップＳＰ１２）
　マイコン４０は、図４に示す入力ピンＩ１～Ｉ８の入力信号に基づき、操作ボタン１２
のうち何れか１つの押し操作があるか否か判断する。マイコン４０は、肯定判断した場合
（Ｙｅｓ）にはステップＳＰ１４の処理に移行し、否定判断した場合（Ｙｅｓ）にはステ
ップＳＰ１４の処理に移行する。
【００９９】
（ステップＳＰ１４）
　マイコン４０は、図４に示す入力ピンＩ１０に第１電圧検出回路５４から入力される入
力信号がＨｉｇｈ信号か否か、すなわち蓄電素子５０の電圧値が最大動作電圧Ｖｍａｘ超
であるか否か判断する（Ｖｃ＞Ｖｍａｘ？）。マイコン４０は、肯定判断した場合（Ｙｅ
ｓ）にはステップＳＰ１６の処理に移行する。また、マイコン４０は、否定判断した場合
（Ｎｏ）にはステップＳＰ１８の処理に移行する。
【０１００】
（ステップＳＰ１６）
　マイコン４０は、制御信号と異なるダミー信号を送信機５２に送信制御させて、蓄電部
の電力に対応するパラメータ（例えば電圧）を最大動作電圧に対応するパラメータ（例え
ば３．５Ｖ）以下にする。なお、このダミー信号は、１回だけでなく、複数回送信されて
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もよい。また、ステップＳＰ１４の判断とステップＳＰ１６は、図７に示すフローとは別
に常時実行するようにしてもよい。このステップＳＰ１６の結果、マイコン４０に蓄電素
子５０からの過充電が防止される。
【０１０１】
（ステップＳＰ１８）
　マイコン４０は、図４に示す入力ピンＩ１～Ｉ８の入力信号に基づき、操作ボタン１２
の押し操作が非停止ボタンか否か判断する。具体的には、マイコン４０は、入力ピンＩ１
～Ｉ８のうち入力ピンＩ４以外の入力ピンの入力信号がＨｉｇｈであると押し操作が停止
ボタン以外の非停止ボタン（ボタン１２ａ～１２ｃ，１２ｅ～１２ｈの何れか）であると
判断する。マイコン４０は、上記判断において、肯定判断した場合（Ｙｅｓ）にはステッ
プＳＰ２０の処理に移行する。また、マイコン４０は、否定判断した場合（Ｎｏ）にはス
テップＳＰ２４の処理に移行する。
【０１０２】
（ステップＳＰ２０）
　マイコン４０は、図４に示す入力ピンＩ１１に第２電圧検出回路５６から入力される入
力信号がＨｉｇｈ信号か否か、すなわち蓄電素子５０の電圧値が第一閾値以上であるか否
か判断する（Ｖｃ≧Ｖｔｈ１？）。マイコン４０は、肯定判断した場合（Ｙｅｓ）にはス
テップＳＰ２２の処理に移行する。また、マイコン４０は、否定判断した場合（Ｎｏ）に
はステップＳＰ２４の処理に移行する。
【０１０３】
（ステップＳＰ２２）
　マイコン４０は、当該ボタンの種類に対応する制御信号として非停止信号（停止信号以
外の制御信号）の生成処理を行う。生成処理にて非停止信号の制御信号を生成すると、図
４に示す出力ピンＯ１を介して送信機５２に出力する。これにより送信機５２は、高周波
発生回路４２にてマイコン４０から入力された制御信号を高周波信号に変換し、送信部４
４にて高周波信号を無線制御信号に変換してトイレ装置１００に送信する。次に、マイコ
ン４０は、ステップＳＰ２４の処理に移行する。
　なお、制御信号の送信は、１回だけでなく、複数回であってもよい。ただし、この回数
は、発電量にもよるが、発電部の発電量及び蓄電素子５０の蓄電量には限りがあるので、
電池式のリモコン装置に比べて、少なくなり得る。
【０１０４】
（ステップＳＰ２４）
　マイコン４０は、図４に示す入力ピンＩ１～Ｉ８の入力信号に基づき、操作ボタン１２
の押し操作が停止ボタン１２ｄか否か判断する。具体的には、マイコン４０は、入力ピン
Ｉ１～Ｉ８のうち入力ピンＩ４の入力信号がＨｉｇｈであると押し操作が停止ボタン１２
ｄであると判断する。マイコン４０は、上記判断において、肯定判断した場合（Ｙｅｓ）
にはステップＳＰ２６の処理に移行する。また、マイコン４０は、否定判断した場合（Ｎ
ｏ）には、入力ピンＩ１３に入力される入力信号がＨｉｇｈ信号とならない限り、ステッ
プＳＰ１２の処理に戻る。なお、マイコン４０は、入力ピンＩ１３に入力される入力信号
がＨｉｇｈ信号となると、リセットされて停止し、図７に示す処理を終える。
【０１０５】
（ステップＳＰ２６）
　マイコン４０は、図４に示す入力ピンＩ１２に第３電圧検出回路５８から入力される入
力信号がＨｉｇｈ信号か否か、すなわち蓄電素子５０の電圧値が第二閾値以上であるか否
か判断する（Ｖｃ≧Ｖｔｈ２？）。マイコン４０は、肯定判断した場合（Ｙｅｓ）にはス
テップＳＰ２８の処理に移行する。また、マイコン４０は、否定判断した場合（Ｎｏ）に
は、入力ピンＩ１３に入力される入力信号がＨｉｇｈ信号とならない限り、ステップＳＰ
１２の処理に戻る。
【０１０６】
（ステップＳＰ２８）
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　マイコン４０は、押し操作された停止ボタン１２ｄの押し操作回数ｋをカウントする。
すなわち、マイコン４０は、押し操作回数ｋに「１」を加算する（ｋ＝ｋ＋１）。
【０１０７】
（ステップＳＰ３０）
　マイコン４０は、押し操作回数ｋが「５」であるか否か判断する。マイコン４０は、肯
定判断した場合（Ｙｅｓ）にはステップＳＰ３４の処理に移行し、否定判断した場合（Ｎ
ｏ）にはステップＳＰ３２の処理に移行する。
【０１０８】
（ステップＳＰ３２）
　マイコン４０は、当該ボタンの種類に対応する制御信号として停止信号の生成処理を行
う。生成処理にて停止信号の制御信号を生成すると、図４に示す出力ピンＯ１を介して送
信機５２に出力する。これにより送信機５２は、高周波発生回路４２にてマイコン４０か
ら入力された制御信号を高周波信号に変換し、送信部４４にて高周波信号を無線制御信号
に変換してトイレ装置１００に送信する。次に、マイコン４０は、ステップＳＰ１２の処
理に戻る。なお、制御信号の送信は、１回だけでなく、複数回であってもよい。ただし、
この回数は、発電量にもよるが、発電部の発電量及び蓄電素子５０の蓄電量には限りがあ
るので、電池式のリモコン装置に比べて、少なくなり得る。
【０１０９】
（ステップＳＰ３４）
　マイコン４０は、停止信号等通常の制御信号と異なる特殊モード信号の生成処理を行う
。ここで、「特殊モード信号」とは、トイレ装置とリモコン装置とのペアリングや、管理
者や施工者などの特定の者のみ使用することができる温度調整や流量調整等の設定を行う
ための制御信号である。生成処理にて停止信号の制御信号を生成すると、図４に示す出力
ピンＯ１を介して送信機５２に出力する。これにより送信機５２は、高周波発生回路４２
にてマイコン４０から入力された特殊モード信号を高周波信号に変換し、送信部４４にて
高周波信号を無線制御信号に変換してトイレ装置１００に送信する。次に、マイコン４０
は、ステップＳＰ１２の処理に戻る。なお、特殊モード信号の送信は、１回だけでなく、
複数回であってもよい。ただし、この回数は、発電量にもよるが、発電部の発電量及び蓄
電素子５０の蓄電量には限りがあるので、電池式のリモコン装置に比べて、少なくなり得
る。
【０１１０】
（ステップＳＰ３６）
　マイコン４０は、例えば、停止ボタン１２ｄの押し操作回数ｋに、「０」を代入する（
ｋ＝０）。そして、マイコン４０は、ステップＳＰ１２の処理に戻る。
【０１１１】
＜リモコン装置１０の作用の一例＞
　次に、本実施形態に係るリモコン装置１０の作用の一例について説明する。
【０１１２】
　図８（ａ）～図８（ｅ）は、本実施形態に係るリモコン装置１０の動作の一例を模式的
に表すグラフ図である。図８（ａ）～図８（ｅ）の横軸は、時間（秒）である。図８（ａ
）の縦軸は、停止ボタン１２ｄの位置（ｍｍ）である。図８（ｂ）の縦軸は、検出部２０
の検出の有無を表している。図８（ｃ）の縦軸は、蓄電素子５０の電圧（Ｖ）を表してい
る。図８（ｄ）の縦軸は、マイコン４０の放電処理の有無を表している。図８（ｅ）の縦
軸は、送信機５２の送信の有無を表している。
【０１１３】
　図８（ａ）～図８（ｅ）では、使用者が、１回目及び２回目の停止ボタン１２ｄの押し
操作とも最下点位置まで強く押し操作し、３回目の停止ボタン１２ｄの押し操作を弱く押
し操作する場合を説明する。以下、括弧内のｔ１～ｔ２６は、０秒から順次経過していく
秒数を表している。
【０１１４】
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（０秒以上ｔ１秒未満の間）
　０秒以上ｔ１秒未満の間は、停止ボタン１２ｄは定常位置にあり、停止ボタン１２ｄに
対応する検出部２０の検出は無い。また、この間は、蓄電素子５０の電圧Ｖｃは０Ｖであ
り、マイコン４０は停止モードの状態にあり、マイコン４０の放電処理は無く、送信機５
２の送信も無い。
【０１１５】
（ｔ１秒以上ｔ２秒未満の間）
　使用者は、トイレ装置１００を使用するときのｔ１秒において、必要に応じてリモコン
装置１０の停止ボタン１２ｄを強く押し始める。ｔ１秒超ｔ２秒未満の間、押し操作され
た停止ボタン１２ｄは定常位置から最下点位置に向かって移動し続ける。この間、停止ボ
タン１２ｄに対応する検出部２０の検出は無く、蓄電素子５０の電圧Ｖｃは０Ｖであり、
マイコン４０は停止モードの状態にあり、マイコン４０の放電処理は無く、送信機５２の
送信も無い。
【０１１６】
（ｔ２秒以上ｔ３秒未満の間）
　ｔ２秒において、押し操作された停止ボタン１２ｄは検出位置に到達し、ｔ２秒超ｔ３
秒未満の間、検出位置から最下点位置に向かって移動し続ける。ｔ２秒において、停止ボ
タン１２ｄに対応する検出部２０の検出が有の状態となり、ｔ２秒超ｔ３秒未満の間、こ
の有りの状態が続く。また、この間、蓄電素子５０の電圧Ｖｃは０Ｖであり、マイコン４
０は停止モードの状態にあり、マイコン４０の放電処理は無く、送信機５２の送信も無い
。
　ｔ２秒では、まだ発電部２２で発電が行われておらず、マイコン４０も起動していない
。このように、検出部２０は、マイコン４０の起動よりも前に押し操作を検出する。従っ
て、マイコン４０が起動した際には、既に押し操作が検出された状態となる。これにより
、例えば、マイコン４０における操作ボタン１２の判別を適切に行うことができる。
【０１１７】
（ｔ３秒以上ｔ４秒未満の間）
　ｔ３秒において、押し操作された停止ボタン１２ｄは発電位置に到達し、ｔ３秒超ｔ４
秒未満の間、発電位置から最下点位置に向かって移動し続ける。この間、検出部２０の検
出は、有りの状態が続く。押し操作された停止ボタン１２ｄは発電位置を超えると、操作
力が伝達機構３０を介して発電部２２の可動部２２ｂに伝わり、可動部２２ｂが押し込み
位置に移動する。可動部２２ｂが押し込み位置に移動すると、発電部２２で発電が行われ
る。この結果、ｔ３秒以上ｔ４秒未満の間、蓄電素子５０の電圧Ｖｃが０Ｖから徐々に高
くなり、途中で第三閾値Ｖｔｈ３以上となる。したがって、蓄電素子５０の電圧Ｖｃは、
マイコン４０の起動電圧（＝第三閾値）以上になるため、入力ピンＩ１３に入力される入
力信号がＬｏｗ信号となる。この結果、マイコン４０が蓄電素子５０の電力を利用して停
止モードから起動し、通常モードに移行する。この間、マイコン４０の放電処理は無く、
送信機５２の送信も無い。マイコン４０は、図７に示すステップＳＰ１０～ＳＰ１２の処
理を行う。なお、本実施形態では、マイコン４０は、蓄電素子５０の電圧Ｖｃの上昇が終
わるまで又は蓄電素子５０の電圧ＶｃがＶｍａｘ超となるまでステップＳＰ１４の処理に
移行しない。
【０１１８】
（ｔ４秒以上ｔ５秒未満の間）
　ｔ４秒において、停止ボタン１２ｄは強く押し操作されているため、最下点位置に到達
し、ｔ４秒超ｔ５秒未満の間、最下点位置を維持する。ｔ４秒以上ｔ５秒未満の間、検出
部２０の検出は有りの状態が続き、蓄電素子５０の電圧Ｖｃは、上がり続ける。また、こ
の間、マイコン４０の放電処理は無く、送信機５２の送信も無い。
【０１１９】
（ｔ５秒以上ｔ６秒未満の間）
　ｔ５秒以上ｔ６秒未満の間、停止ボタン１２ｄは最下点位置を維持し、検出部２０の検
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出は有りの状態が続く。ｔ５秒において、蓄電素子５０の電圧Ｖｃは第二閾値Ｖｔｈ２に
到達する。ｔ５秒超ｔ６秒未満の間、蓄電素子５０の電圧Ｖｃは、第二閾値Ｖｔｈ２から
徐々に上がる。蓄電素子５０の電圧Ｖｃが第二閾値Ｖｔｈ２に到達すると、入力ピンＩ１
１に入力される入力信号がＨｉｇｈ信号となる。また、ｔ５秒以上ｔ６秒未満の間、マイ
コン４０の放電処理は無く、送信機５２の送信も無い。
【０１２０】
（ｔ６秒以上ｔ７秒未満の間）
　ｔ６秒以上ｔ７秒未満の間、停止ボタン１２ｄは最下点位置を維持し、検出部２０の検
出は有りの状態が続く。ｔ６秒において、蓄電素子５０の電圧Ｖｃは第三閾値Ｖｔｈ３に
到達する。ｔ６秒超ｔ７秒未満の間、蓄電素子５０の電圧Ｖｃは、第三閾値Ｖｔｈ３から
徐々に上がる。蓄電素子５０の電圧Ｖｃが第三閾値Ｖｔｈ３に到達すると、入力ピンＩ１
０に入力される入力信号がＨｉｇｈ信号となる。また、ｔ６秒以上ｔ７秒未満の間、マイ
コン４０の放電処理は無く、送信機５２の送信も無い。
【０１２１】
（ｔ７秒以上ｔ８秒未満の間）
　ｔ７秒以上ｔ８秒未満の間、停止ボタン１２ｄは最下点位置を維持し、検出部２０の検
出は有りの状態が続く。ｔ７秒において、蓄電素子５０の電圧Ｖｃは最大動作電圧Ｖｍａ

ｘに到達する。なお、１回目の押し操作では最大動作電圧Ｖｍａｘに到達しなくてもよい
。ｔ６秒超ｔ７秒未満の間、蓄電素子５０の電圧Ｖｃは、最大動作電圧Ｖｍａｘから徐々
に上がろうとするが、マイコン４０がステップＳＰ１４及びＳＰ１６の処理に移行し、ダ
ミー信号を送信する放電処理を実行する。これにより、送信機５２は、ダミー信号の送信
を行う。トイレ装置１００は、送信機５２からダミー信号を受信するものの、これに応じ
た動作は行わない。この結果、蓄電素子５０の電圧Ｖｃは、最大動作電圧Ｖｍａｘ以下と
なる。また、この間、送信機５２のダミー信号以外の制御信号の送信は無い。
【０１２２】
（ｔ８秒以上ｔ９秒未満の間）
　ｔ８秒において、停止ボタン１２ｄは、最下点位置から移動し始め、ｔ８秒超ｔ９秒未
満の間、定常位置に向かって移動し続ける。ｔ８秒以上ｔ９秒未満の間、検出部２０の検
出は有りの状態が続く。ｔ８秒において、マイコン４０は、ステップＳＰ１８～ステップ
ＳＰ３６の処理に移行する。これにより、送信機５２は、押し操作された停止ボタン１２
ｄに対応する制御信号の送信を行う。トイレ装置１００は、送信機５２からの制御信号を
受信し、受信した制御信号に応じた動作を実行する。これにより、マイコン４０は、トイ
レ装置１００を遠隔操作する。ｔ８秒以上ｔ９秒未満の間、蓄電素子５０の電圧Ｖｃは下
がり続け、途中で第一閾値Ｖｔｈ１を下回る。この結果、入力ピンＩ１０に入力される入
力信号がＬｏｗ信号となる。また、この間、マイコン４０の放電処理は無い。
【０１２３】
（ｔ９秒以上ｔ１０秒未満の間）
　ｔ９秒において、停止ボタン１２ｄは検出位置に戻り、ｔ９秒超ｔ１０秒未満の間、検
出位置から定常位置に向かって移動し続ける。ｔ９秒において、検出部２０の検出は有り
から、無しとなり、ｔ９秒超ｔ１０秒未満の間、無しの状態が維持される。ｔ９秒以上ｔ
１０秒未満の間、蓄電素子５０の電圧Ｖｃは、例えば第一閾値Ｖｔｈ１と第二閾値Ｖｔｈ

２の間で下がり続ける。また、この間、マイコン４０の放電処理は無く、送信機５２の送
信も無い。
【０１２４】
（ｔ１０秒以上ｔ１１秒未満の間）
　ｔ１０秒以上ｔ１１秒未満の間は、停止ボタン１２ｄは定常位置にあり、停止ボタン１
２ｄに対応する検出部２０の検出は無い。また、この間、蓄電素子５０の電圧Ｖｃは下が
り続け、マイコン４０の放電処理は無く、送信機５２の送信も無い。
【０１２５】
（ｔ１１秒以上ｔ１２秒未満の間）
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　使用者は、ｔ１１秒において、リモコン装置１０の停止ボタン１２ｄを強く押し始める
。ｔ１１秒超ｔ１２秒未満の間、押し操作された停止ボタン１２ｄは定常位置から最下点
位置に向かって移動し続ける。ｔ１１秒以上ｔ１２秒未満の間、停止ボタン１２ｄに対応
する検出部２０の検出は無く、蓄電素子５０の電圧Ｖｃは第二閾値Ｖｔｈ２以下まで下が
り続け、マイコン４０の放電処理は無く、送信機５２の送信も無い。
【０１２６】
（ｔ１２秒以上ｔ１３秒未満の間）
　ｔ１２秒において、押し操作された停止ボタン１２ｄは検出位置に到達し、ｔ１２秒超
ｔ１３秒未満の間、検出位置から最下点位置に向かって移動し続ける。ｔ１２秒において
、停止ボタン１２ｄに対応する検出部２０の検出が有の状態となり、ｔ１２秒超ｔ１３秒
未満の間、この有りの状態が続く。また、ｔ１２秒以上ｔ１３秒未満の間、蓄電素子５０
の電圧Ｖｃは下がり続け、マイコン４０の放電処理は無く、送信機５２の送信も無い。
【０１２７】
（ｔ１３秒以上ｔ１４秒未満の間）
　ｔ１３秒において、押し操作された停止ボタン１２ｄは発電位置に到達し、ｔ１３秒超
ｔ１４秒未満の間、発電位置から最下点位置に向かって移動し続ける。ｔ１３秒以上ｔ１
４秒未満の間、検出部２０の検出は、有りの状態が続く。押し操作された停止ボタン１２
ｄは発電位置を超えると、操作力が伝達機構３０を介して発電部２２の可動部２２ｂに伝
わり、可動部２２ｂが押し込み位置に移動する。可動部２２ｂが押し込み位置に移動する
と、発電部２２で発電が行われる。なお、発電部２２で発電が行われるものの、発電部２
２の電力（電圧）が蓄電素子５０の電力（電圧Ｖｃ）を超えるまでは、蓄電素子５０に蓄
電はされず、下がり続ける。この間、マイコン４０は、図７に示すステップＳＰ１０～Ｓ
Ｐ１２の処理を行うものの、放電処理は無く、送信機５２の送信も無い。
【０１２８】
（ｔ１４秒以上ｔ１５秒未満の間）
　ｔ１４秒において、押し操作された停止ボタン１２ｄは最下点位置に到達する。ｔ１４
秒以上ｔ１５秒未満の間、検出部２０の検出は、有りの状態が続く。この途中において、
発電部２２の電力（電圧）が蓄電素子５０の電力（電圧Ｖｃ）と同じとなる。それ以降、
蓄電素子５０の電圧Ｖｃは、上がり続ける。また、ｔ１４秒以上ｔ１５秒未満の間、マイ
コン４０の放電処理は無く、送信機５２の送信も無い。
【０１２９】
（ｔ１５秒以上ｔ２１秒未満の間）
　ｔ１５秒以上ｔ２１秒未満の間、操作ボタン１２等の各状態は、ｔ５秒以上ｔ１１秒未
満の間と同じである。
【０１３０】
（ｔ２１秒以上ｔ２２秒未満の間）
　使用者は、ｔ２１秒において、リモコン装置１０の停止ボタン１２ｄを弱く押し始める
。ｔ２１秒超ｔ２２秒未満の間、押し操作された停止ボタン１２ｄは定常位置から最下点
位置に向かって移動し続ける。ｔ２１秒以上ｔ２２秒未満の間、停止ボタン１２ｄに対応
する検出部２０の検出は無く、蓄電素子５０の電圧Ｖｃは第二閾値Ｖｔｈ２以下まで下が
り続け、マイコン４０の放電処理は無く、送信機５２の送信も無い。
【０１３１】
（ｔ２２秒以上ｔ２３秒未満の間）
　ｔ２２秒において、押し操作された停止ボタン１２ｄは検出位置に到達し、ｔ２２秒超
ｔ２３秒未満の間、検出位置から最下点位置に向かって移動し続ける。ｔ２２秒において
、停止ボタン１２ｄに対応する検出部２０の検出が有の状態となり、ｔ２２秒超ｔ２３秒
未満の間、この有りの状態が続く。また、ｔ２２秒以上ｔ２３秒未満の間、蓄電素子５０
の電圧Ｖｃは下がり続け、マイコン４０の放電処理は無く、送信機５２の送信も無い。
【０１３２】
（ｔ２３秒以上ｔ２４秒未満の間）
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　ｔ２３秒において、押し操作された停止ボタン１２ｄは発電位置に到達し、ｔ２３秒超
ｔ２４秒未満の間、発電位置から最下点位置の途中に向かって移動し、その途中の位置で
維持される。ｔ２３秒以上ｔ２４秒未満の間、検出部２０の検出は、有りの状態が続く。
押し操作された停止ボタン１２ｄは発電位置を超えると、操作力が伝達機構３０を介して
発電部２２の可動部２２ｂに伝わり、可動部２２ｂが押し込み位置に移動する。可動部２
２ｂが押し込み位置に移動すると、発電部２２で発電が行われる。なお、発電部２２で発
電が行われるものの、発電部２２の電力（電圧）が蓄電素子５０の電力（電圧Ｖｃ）を超
えるまでは、蓄電素子５０に蓄電はされず、下がり続ける。この間、マイコン４０は、図
７に示すステップＳＰ１０～ＳＰ１２の処理を行うものの、放電処理は無く、送信機５２
の送信も無い。
【０１３３】
（ｔ２４秒以上ｔ２６秒未満の間）
　ｔ２４秒以上ｔ２６秒未満の間では、押し操作された停止ボタン１２ｄは最下点位置の
途中の位置を維持し、その後定常位置に向かって戻る。ｔ２４秒以上ｔ２５秒未満の間、
検出部２０の検出は、有りの状態が続き、ｔ２６秒以降、無しの状態が続く。３回目の押
し操作では、停止ボタン１２ｄが弱く押し操作されているため、発電部２２で発電が行わ
れるものの、発電部２２の電力（電圧）が蓄電素子５０の電力（電圧Ｖｃ）を超えること
がない。したがって、２回目の強い押し操作とは異なり、ｔ２４秒以上ｔ２６秒未満の間
、蓄電素子５０の電圧Ｖｃは下がり続け、停止ボタン１２ｄに対応する制御信号送信の判
断の一つである第二閾値Ｖｔｈ２以上とならず、送信機５２の送信は無い。また、ｔ２４
秒以上ｔ２６秒未満の間、マイコン４０の放電処理は無い。
【０１３４】
＜リモコン装置１０の作用の他の例＞
　次に、本実施形態に係るリモコン装置１０の作用の他の例について説明する。
【０１３５】
　図９（ａ）～図９（ｅ）は、本実施形態に係るリモコン装置１０の動作の他の例を模式
的に表すグラフ図である。図９（ａ）～図９（ｅ）の横軸は、時間（秒）である。図９（
ａ）の縦軸は、停止ボタン１２ｄの位置（ｍｍ）である。図９（ｂ）の縦軸は、検出部２
０の検出の有無を表している。図９（ｃ）の縦軸は、蓄電素子５０の電圧（Ｖ）を表して
いる。図９（ｄ）の縦軸は、マイコン４０の放電処理の有無を表している。図９（ｅ）の
縦軸は、送信機５２の送信の有無を表している。
【０１３６】
　図９（ａ）～図９（ｅ）では、使用者が、１回目及び２回目の停止ボタン１２ｄの押し
操作とも最下点位置まで強く押し操作し、３回目の停止ボタン１２ｄの押し操作を図８の
３回目に比べて若干強く押し操作する場合を説明する。以下、括弧内のｔ１～ｔ３７は、
０秒から順次経過していく秒数を表している。
【０１３７】
（ｔ１秒以上ｔ３０秒未満）
　リモコン装置１０の作用の一例で説明したｔ１～ｔ２１における作用と同一である。
【０１３８】
（ｔ３０秒以上ｔ３１秒未満）
　使用者は、ｔ３０秒において、リモコン装置１０の停止ボタン１２ｄを弱く（ただし、
図８の３回目に比べて若干強く）押し始める。ｔ３０秒超ｔ３１秒未満の間、押し操作さ
れた停止ボタン１２ｄは定常位置から最下点位置に向かって移動し続ける。ｔ３０秒以上
ｔ３１秒未満の間、停止ボタン１２ｄに対応する検出部２０の検出は無く、蓄電素子５０
の電圧Ｖｃは第二閾値Ｖｔｈ２以下まで下がり続け、マイコン４０の放電処理は無く、送
信機５２の送信も無い。
【０１３９】
（ｔ３１秒以上ｔ３２秒未満の間）
　ｔ３１秒において、押し操作された停止ボタン１２ｄは検出位置に到達し、ｔ３１秒超
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ｔ３２秒未満の間、検出位置から最下点位置に向かって移動し続ける。ｔ３１秒において
、停止ボタン１２ｄに対応する検出部２０の検出が有の状態となり、ｔ３１秒超ｔ３２秒
未満の間、この有りの状態が続く。また、ｔ３１秒以上ｔ３２秒未満の間、蓄電素子５０
の電圧Ｖｃは下がり続け、マイコン４０の放電処理は無く、送信機５２の送信も無い。
【０１４０】
（ｔ３２秒以上ｔ３３秒未満の間）
　ｔ３２秒において、押し操作された停止ボタン１２ｄは発電位置に到達し、ｔ３２秒超
ｔ３３秒未満の間、発電位置から最下点位置の途中に向かって移動し、その途中の位置で
維持される。ｔ３２秒以上ｔ３３秒未満の間、検出部２０の検出は、有りの状態が続く。
押し操作された停止ボタン１２ｄは発電位置を超えると、操作力が伝達機構３０を介して
発電部２２の可動部２２ｂに伝わり、可動部２２ｂが押し込み位置に移動する。可動部２
２ｂが押し込み位置に移動すると、発電部２２で発電が行われる。なお、発電部２２で発
電が行われるものの、発電部２２の電力（電圧）が蓄電素子５０の電力（電圧Ｖｃ）を超
えるまでは、蓄電素子５０に蓄電はされず、下がり続ける。この間、マイコン４０は、図
７に示すステップＳＰ１０～ＳＰ１２の処理を行うものの、放電処理は無く、送信機５２
の送信も無い。
【０１４１】
（ｔ３３秒以上ｔ３４秒未満の間）
　ｔ３３秒において、押し操作された停止ボタン１２ｄは発電位置と最下点位置の間の位
置で維持される。ｔ３３秒以上ｔ３４秒未満の間、検出部２０の検出は、有りの状態が続
く。この途中において、発電部２２の電力（電圧）が蓄電素子５０の電力（電圧Ｖｃ）と
同じとなる。それ以降、蓄電素子５０の電圧Ｖｃは、例えば第一閾値Ｖｔｈ１と第二閾値
Ｖｔｈ２との間まで上がり、入力ピンＩ１１に入力される入力信号がＨｉｇｈ信号となる
。それ以降、マイコン４０の稼動により電力が下がり続ける。また、ｔ３３秒以上ｔ３３
秒未満の間、マイコン４０の放電処理は無く、送信機５２の送信も無い。
【０１４２】
（ｔ３４秒以上ｔ３５秒未満の間）
　ｔ３４秒において、押し操作された停止ボタン１２ｄは発電位置と最下点位置の間の位
置で維持される。ｔ３４秒以上ｔ３５秒未満の間、検出部２０の検出は有りの状態が続く
。ｔ３４秒において、マイコン４０は、ステップＳＰ１８～ステップＳＰ３６の処理に移
行する。
　ここで、検出部２０の検出が有り、蓄電素子５０の電圧Ｖｃが第二閾値Ｖｔｈ２以上と
なっているので、ステップＳＰ２６において肯定判断が行われ、図８の３回目の押し操作
と異なり、送信機５２は押し操作された停止ボタン１２ｄに対応する制御信号の送信を行
う。トイレ装置１００は、送信機５２からの制御信号を受信し、受信した制御信号に応じ
た動作を実行する。これにより、マイコン４０は、トイレ装置１００を遠隔操作する。ｔ
３４秒以上ｔ３５秒未満の間、蓄電素子５０の電圧Ｖｃは下がり続け、途中で第二閾値Ｖ

ｔｈ２を下回る。この結果、入力ピンＩ１０に入力される入力信号がＬｏｗ信号となる。
また、この間、マイコン４０の放電処理は無い。
【０１４３】
（ｔ３５秒以上ｔ３６秒未満の間）
　ｔ３５秒において、停止ボタン１２ｄは、最下点位置から移動し始め、ｔ３５秒超ｔ３
６秒未満の間、定常位置に向かって移動し続ける。ｔ３４秒以上ｔ３５秒未満の間、検出
部２０の検出は有りの状態が続く。また、この間、マイコン４０の放電処理は無く、送信
機５２の送信も無い。
【０１４４】
（ｔ３６秒以上ｔ３７秒未満の間）
　ｔ３６秒において、停止ボタン１２ｄは検出位置に戻り、ｔ３６秒超ｔ３７秒未満の間
、検出位置から定常位置に向かって移動し続ける。ｔ３６秒において、検出部２０の検出
は有りから、無しとなり、ｔ３６秒超ｔ３７秒未満の間、無しの状態が維持される。ｔ３
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６秒以上ｔ３７秒未満の間、蓄電素子５０の電圧Ｖｃは、例えば第三閾値Ｖｔｈ３と第二
閾値Ｖｔｈ２の間で下がり続ける。また、この間、マイコン４０の放電処理は無く、送信
機５２の送信も無い。
【０１４５】
＜リモコン装置１０の作用のさらに他の例＞
　次に、本実施形態に係るリモコン装置１０の作用のさらに他の例について説明する。
【０１４６】
　図１０（ａ）～図１０（ｅ）は、本実施形態に係るリモコン装置１０の動作のさらに他
の例を模式的に表すグラフ図である。図１０（ａ）～図１０（ｅ）の横軸は、時間（秒）
である。図１０（ａ）の縦軸は、非停止ボタンの位置（ｍｍ）である。図１０（ｂ）の縦
軸は、検出部２０の検出の有無を表している。図１０（ｃ）の縦軸は、蓄電素子５０の電
圧（Ｖ）を表している。図１０（ｄ）の縦軸は、マイコン４０の放電処理の有無を表して
いる。図１０（ｅ）の縦軸は、送信機５２の送信の有無を表している。
【０１４７】
　図１０（ａ）～図１０（ｅ）では、使用者が、１回目及び２回目非停止ボタンの押し操
作とも最下点位置まで強く押し操作し、図９同様に３回目の非停止ボタンの押し操作を図
８の３回目に比べて若干強く押し操作する場合を説明する。以下、括弧内のｔ１～ｔ４５
は、０秒から順次経過していく秒数を表している。
【０１４８】
（ｔ１秒以上ｔ４０秒未満）
　リモコン装置１０の作用の一例で説明したｔ１～ｔ２１における作用と同様である。
【０１４９】
（ｔ４０秒以上ｔ４１秒未満）
　使用者は、ｔ３０秒において、リモコン装置１０の非停止ボタンを弱く（ただし、図８
の３回目に比べて若干強く）押し始める。ｔ３０秒超ｔ３１秒未満の間、押し操作された
非停止ボタンは定常位置から最下点位置に向かって移動し続ける。ｔ３０秒以上ｔ３１秒
未満の間、非停止ボタンに対応する検出部２０の検出は無く、蓄電素子５０の電圧Ｖｃは
第二閾値Ｖｔｈ２以下まで下がり続け、マイコン４０の放電処理は無く、送信機５２の送
信も無い。
【０１５０】
（ｔ４１秒以上ｔ４２秒未満の間）
　ｔ４１秒において、押し操作された非停止ボタンは検出位置に到達し、ｔ４１秒超ｔ４
２秒未満の間、検出位置から最下点位置に向かって移動し続ける。ｔ４１秒において、非
停止ボタンに対応する検出部２０の検出が有の状態となり、ｔ４１秒超ｔ４２秒未満の間
、この有りの状態が続く。また、ｔ４１秒以上ｔ４２秒未満の間、蓄電素子５０の電圧Ｖ

ｃは下がり続け、マイコン４０の放電処理は無く、送信機５２の送信も無い。
【０１５１】
（ｔ４２秒以上ｔ４３秒未満の間）
　ｔ４２秒において、押し操作された停止ボタン１２ｄは発電位置に到達し、ｔ４２秒超
ｔ４３秒未満の間、発電位置から最下点位置の途中に向かって移動し、その途中の位置で
維持される。ｔ４２秒以上ｔ４３秒未満の間、検出部２０の検出は、有りの状態が続く。
押し操作された非停止ボタンは発電位置を超えると、操作力が伝達機構３０を介して発電
部２２の可動部２２ｂに伝わり、可動部２２ｂが押し込み位置に移動する。可動部２２ｂ
が押し込み位置に移動すると、発電部２２で発電が行われる。なお、発電部２２で発電が
行われるものの、発電部２２の電力（電圧）が蓄電素子５０の電力（電圧Ｖｃ）を超える
までは、蓄電素子５０に蓄電はされず、下がり続ける。この間、マイコン４０は、図７に
示すステップＳＰ１０～ＳＰ１２の処理を行うものの、放電処理は無く、送信機５２の送
信も無い。
【０１５２】
（ｔ４３秒以上ｔ４４秒未満の間）
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　ｔ４３秒において、押し操作された非停止ボタンは発電位置と最下点位置の間の位置で
維持される。ｔ４３秒以上ｔ４４秒未満の間、検出部２０の検出は、有りの状態が続く。
この途中において、発電部２２の電力（電圧）が蓄電素子５０の電力（電圧Ｖｃ）と同じ
となる。それ以降、蓄電素子５０の電圧Ｖｃは、例えば第一閾値Ｖｔｈ１と第二閾値Ｖｔ

ｈ２との間まで上がり、入力ピンＩ１１に入力される入力信号がＨｉｇｈ信号となる。そ
れ以降、マイコン４０の稼動により電力が下がり続ける。この間、マイコン４０は、ステ
ップＳＰ１８～ステップＳＰ３６の処理に移行する。
【０１５３】
　ここで、検出部２０の検出が有るものの、蓄電素子５０の電圧Ｖｃが第二閾値Ｖｔｈ２

未満となっているので、ステップＳＰ２０において否定判断が行われ、図９の３回目の押
し操作と異なり、送信機５２は押し操作された非停止ボタンに対応する制御信号の送信は
行わない。また、マイコン４０の放電処理も無い。
【０１５４】
（ｔ４４秒以上ｔ４５秒未満の間）
　ｔ４４秒において、非停止ボタンは検出位置に戻り、ｔ４４秒超ｔ４５秒未満の間、検
出位置から定常位置に向かって移動し続ける。ｔ４４秒において、検出部２０の検出は有
りから、無しとなり、ｔ４４秒超ｔ４５秒未満の間、無しの状態が維持される。ｔ４４秒
以上ｔ４５秒未満の間、蓄電素子５０の電圧Ｖｃは、例えば第三閾値Ｖｔｈ３と第二閾値
Ｖｔｈ２の間で下がり続ける。また、この間、マイコン４０の放電処理は無く、送信機５
２の送信も無い。
【０１５５】
＜リモコン装置１０の作用のさらにまた他の例＞
　次に、本実施形態に係るリモコン装置１０の作用のさらにまた他の例について説明する
。
【０１５６】
　図１１（ａ）～図１１（ｃ）は、本実施形態に係るリモコン装置１０の動作のさらにま
た他の例を模式的に表すグラフ図である。図１１（ａ）～図１１（ｃ）の横軸は、時間（
秒）である。図１１（ａ）の縦軸は、検出部２０の検出の有無を表している。図１１（ｂ
）の縦軸は、蓄電素子５０の電圧（Ｖ）を表している。図１１（ｃ）の縦軸は、送信機５
２の送信の有無を表している。
【０１５７】
　図１１（ａ）～図１１（ｃ）では、使用者が、５回の停止ボタン１２ｄの押し操作とも
、最下点位置まで強く押し操作する場合を説明する。
【０１５８】
　１回目及び２回目の押し操作に係る作用は、図８に示すリモコン装置１０の作用の一例
と同じである。３回目及び４回目の押し操作に係る作用も、リモコン装置１０の作用の一
例の２回目の押し操作に係る作用と同じである。
【０１５９】
　５回目の押し操作に係る作用も、リモコン装置１０の作用の一例の２回目の押し操作に
係る作用と基本的には同じであるが、マイコン４０は、図７に示すステップＳＰ３０で肯
定判断することで、ステップＳＰ３４の処理に移行して送信機５２が１～４回目の制御信
号と異なる特殊モード信号を送信する。トイレ装置１００は、送信機５２からの特殊モー
ド信号を受信し、受信した特殊モード信号に応じた動作を実行する。これにより、マイコ
ン４０は、トイレ装置１００を遠隔操作する。
【０１６０】
＜効果＞
　以上、本実施形態に係るリモコン装置１０によれば、図８～図１０に示すように、１回
目の操作ボタン１２の強い押し操作があると、発電部２２がその押し操作に応じて電力を
発生し、蓄電素子５０がその電力を蓄電する。そして、マイコン４０は、蓄電素子５０が
蓄電した電力を利用して制御信号を送信機５２を介して送信する。
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【０１６１】
　次に、蓄電素子５０に電力が残っている状態で２回目以降の押し操作があると、蓄電素
子５０の電力を利用して、その押し操作が非停止ボタンの押し操作の場合は、蓄電素子５
０の電力に対応するパラメータが制御信号の送信に係る電力に対応するパラメータよりも
高い第一閾値Ｖｔｈ１以上のときにトイレ装置１００に対する非停止信号を送信する。逆
に言えば、２回目以降の押し操作が非停止ボタンの押し操作である場合、マイコン４０は
、仮に蓄電素子５０に残っている電力が制御信号の送信に係る電力以上であっても、当該
電力に対応するパラメータが第一閾値Ｖｔｈ１以上でなければ、送信機５２は非停止ボタ
ンに対応する制御信号を送信しない（図１０参照。）。したがって、２回目以降の押し操
作の中で意図しない弱い押し操作による誤送信を抑制することができる。
【０１６２】
　また、２回目以降の押し操作が停止ボタン１２ｄの押し操作である場合、マイコン４０
は、仮に蓄電素子５０に残っている電力が制御信号の送信に係る電力以上であっても、当
該電力に対応するパラメータが第二閾値Ｖｔｈ２以上でなければ送信機５２は停止ボタン
に対応する制御信号を送信しない（図８及び図９参照。）。ただし、この第二閾値Ｖｔｈ

２は、上記制御信号の送信に係る電力超の電力に対応するパラメータだけでなく、当該送
信に係る電力と同じ電力に対応するパラメータであってもよい。このように第二閾値Ｖｔ

ｈ２が送信に係る電力と同じ電力に対応するパラメータの場合、停止ボタン１２ｄに対し
て弱い押し操作があっても制御信号を送信することになり得るが、第二閾値Ｖｔｈ２が第
一閾値Ｖｔｈ１よりも低いので、停止ボタン１２ｄに対応する制御信号を非停止ボタンに
対応する制御信号に比べて確実に送信することができる。
【０１６３】
［第２実施形態］
　次に、本発明の実施の形態の中で、第２実施形態に係るリモコン装置について説明する
。
【０１６４】
　本発明の第２実施形態に係るトイレシステム及びリモコン装置の構成は、第１実施形態
で説明したものと同様である。
【０１６５】
　図１２は、第２実施形態に係るリモコン装置において、マイコン４０が実行する処理の
フローチャートである。図１２に示す処理の前は、マイコン４０は、未起動の状態、すな
わち停止状態である。そして、図１２に示す動作は、マイコン４０の入力ピンＩ１３にリ
セット回路６０から入力される入力信号がＨｉｇｈ信号からＬｏｗ信号に切り替わって、
すなわち、蓄電素子５０の電圧値が第三閾値Ｖｔｈ３以上となってマイコン４０が起動し
た後に、実行される。なお、マイコン４０は、ハードウェアとして、起動した際に通常モ
ードに移行する構成となっている。
【０１６６】
（ステップＳＰ１２～ＳＰ２０）
　まず、マイコン４０は、ステップＳＰ１２の処理を実行する。ステップＳＰ１２～ＳＰ
２０の処理は、図７で説明した処理と同様である。ただし、ステップＳＰ２０において肯
定判断すると、ステップＳＰ４０の処理に移行する。
【０１６７】
（ステップＳＰ４０）
　マイコン４０は、押し操作された非停止ボタンの種類を記憶し、ステップＳＰ２４の処
理に移行する。
【０１６８】
（ステップＳＰ２４～ＳＰ２６）
　ステップＳＰ２４～ＳＰ２６の処理は、図７で説明した処理と同様である。ただし、ス
テップＳＰ２６において肯定判断すると、ステップＳＰ４２の処理に移行する。
【０１６９】
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（ステップＳＰ４２）
　マイコン４０は、押し操作された停止ボタン１２ｄを記憶し、ステップＳＰ４４の処理
に移行する。
【０１７０】
（ステップＳＰ４４）
　マイコン４０は、操作ボタン１２が最初に押し操作されてから、予め定められた期間、
例えば５秒等の一定時間経過したか否か判断する。そして、マイコン４０は、肯定判断し
た場合にはステップＳＰ４６の処理に移行し、否定判断した場合にはステップＳＰ１２の
処理に戻る。
【０１７１】
（ステップＳＰ４６）
　マイコン４０は、操作ボタン１２の記憶内容（押し操作の回数や押し操作の順序）に応
じた制御信号を送信機５２に対して送信制御させる。例えば同じ操作ボタン１２が３回未
満連続して押し操作されると、押し操作された操作ボタン１２の種類に対応した制御信号
を１回送信する。また、例えば同じ操作ボタン１２が３回連続して押し操作されると、押
し操作された特殊モード信号を１回送信する。
【０１７２】
　以上、本発明の第２実施形態に係るトイレシステム及びリモコン装置によれば、予め定
められた期間内に押し操作された操作ボタン１２の種類や押し操作の回数、順序等を記憶
して、その記憶の内容に応じた制御信号を送信機５２に対して送信制御させることができ
る。この結果、記憶の内容に応じた制御信号を送信するまでの、無駄となり得る制御信号
の送信を抑制し、電力消費を抑えることができる。
【０１７３】
［変形例］
　以上、本願の開示する技術の実施形態について説明したが、本願の開示する技術は、上
記に限定されるものではない。
【０１７４】
　例えば、図７に示すステップＳＰ１４及びＳＰ１６の処理は省略することができる。ま
た、その代わりに、これらのステップと同様の機能を有する過充電防止回路を設けてもよ
い。
【０１７５】
　また、マイコン４０は、制御信号が送信された後、例えば図７に示すステップＳＰ２２
やステップＳＰ３２、３４の後、蓄電素子５０の電力に対応するパラメータが第一閾値Ｖ

ｔｈ１以上であるとき、制御信号と異なるダミー信号を送信機５２に送信させて、蓄電素
子５０の電力に対応するパラメータを第一閾値Ｖｔｈ１未満にしてもよい。
　同様に、マイコン４０は、制御信号が送信された後、例えば図７に示すステップＳＰ２
２やステップＳＰ３２、３４の後、蓄電素子５０の電力に対応するパラメータが第一閾値
Ｖｔｈ１以上であるとき、制御信号と異なるダミー信号を送信機５２に送信させて、蓄電
素子５０の電力に対応するパラメータを第二閾値Ｖｔｈ２未満にしてもよい。
　同様に、マイコン４０は、制御信号が送信された後、例えば図７に示すステップＳＰ２
２やステップＳＰ３２、３４の後、蓄電素子５０の電力に対応するパラメータが第二閾値
Ｖｔｈ２以上であるとき、制御信号と異なるダミー信号を送信機５２に送信させて、蓄電
素子５０の電力に対応するパラメータを第二閾値Ｖｔｈ２未満にしてもよい。
【０１７６】
　また、第２実施形態では、マイコン４０は、操作ボタン１２が押し操作された場合、一
定時間は送信制御を保留して操作ボタン１２の押し操作を記憶しておき、一定時間が過ぎ
ると、記憶の内容に応じた制御信号を前記送信部に対して送信制御させる場合を説明した
が、この保留の方法は特に限定されない。例えば、停止ボタン１２ｄが押し操作された場
合にのみ送信制御を保留してもよいし、逆に非停止ボタンが押し操作された場合にのみ送
信制御を保留してもよい。
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　また、図８では、マイコン４０は放電処理の後に送信処理を行う場合を説明したが、放
電処理の前に送信処理を行ってもよい。例えば、マイコン４０は最大動作電圧Ｖｍａｘ以
上になると送信処理を行い、その後、蓄電素子５０の電圧Ｖｃが第一閾値Ｖｔｈ１以上で
あれば、第一閾値Ｖｔｈ１未満となるようにダミー信号を送信するようにしてもよい。
【０１７８】
　また、マイコン４０は、蓄電素子５０の電力により動作する状態を、第１モードとして
の通常モードと、通常モードよりもマイコン４０の消費電力が少ない第２モードとしての
低消費モード（ストップモード）の何れか１つに設定可能とされていてもよい。この場合
、マイコン４０は、監視部としての第１電圧検出回路５４や第２電圧検出回路５６がある
ことで、送信処理を行うとき以外は、低消費モードに設定されてもよい。
【０１７９】
　また、前述した各実施の形態が備える各要素は、技術的に可能な限りにおいて組み合わ
せることができ、これらを組み合わせたものも本発明の特徴を含む限り本発明の範囲に包
含される。
【符号の説明】
【０１８０】
Ｓ…トイレシステム
Ｖｍａｘ…　　　　最大動作電圧
Ｖｔｈ１…　　　　第一閾値
Ｖｔｈ２…　　　　第二閾値
１０…リモコン装置
１２…操作ボタン（ボタン部）
１２ａ…洗浄ボタン（非停止ボタン）
１２ｂ…ビデ洗浄ボタン（非停止ボタン）
１２ｃ…乾燥ボタン（非停止ボタン）
１２ｄ…停止ボタン
１２ｅ…吐水流量大ボタン（非停止ボタン）
１２ｆ…吐水流量小ボタン（非停止ボタン）
１２ｇ…洗浄位置前進ボタン（非停止ボタン）
１２ｈ…洗浄位置後退ボタン（非停止ボタン）
２２…発電部
４４…送信部
５０…蓄電素子
５４…第１電圧検出回路（監視部）
５６…第２電圧検出回路（監視部）
１００…トイレ装置
１３０…ノズル（吐水手段）
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